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奈良県の自転車利用に関する広報物更新業務委託 

特記仕様書 

 

1. 業務の目的 

本業務は、奈良県でサイクリングを楽しむ県内外の方に最新の情報を発信するため、ホームページと「サ

イクリングマップ奈良」の更新を実施するものである。また、世界遺産周遊サイクルルート周知に向けて、ホ

ームページやマップにルートを掲載する。 

 

2. 履行期間 

・契約日～令和７年３月２４日 

 

3. 業務内容 

3.1. 『ジテンシャでなら「奈良県自転車利用総合案内サイト」』の更新 

更新にあたり実現すべき事項 

・世界遺産周遊ルートを「ルート検索」に掲載すること。ルートは現在掲載している他ルートと同様に、

Ride with GPS、Garmine connect、Strava の 3 アプリに対応させること。 

・世界遺産周遊サイクルルートを自転車利用者が無料で利用可能な音声ナビゲーションに対応させる    

こと。どのように対応させるかは発注者と協議の上、決定すること。 

・「ならクル・サポーター」（自転車の休憩所１８６箇所、サイクリストにやさしい宿５６箇所、サイクリス   

トにやさしい駐車場８箇所）、「レンタサイクル」（２７箇所）、「まちの自転車屋さん」（６０箇

所）、の現状確認を実施し、確認後ホームページへ反映させること。 

 

3.2. 「サイクリングマップ奈良」の更新 

(1) 「サイクリングマップ奈良」の更新 

更新にあたり実現すべき事項 

・世界遺産周遊サイクルルート、上北山村・下北山村ルート、サイクルステーションとして「道の駅クロスウ  

ェイなかまち」を地図上に追加すること。 

・「ならクル・サポーター」（自転車の休憩所１８６箇所、サイクリストにやさしい宿５６箇所、サイクリス  

トにやさしい駐車場８箇所）、「レンタサイクル」（２７箇所）、「まちの自転車屋さん」（６０箇

所）、の現状確認結果をサイクリングマップ奈良にも反映させること。 

・発注者と協議の上、必要に応じてレイアウト等を改善すること。 

・「サイクリングマップ奈良」のデータについては、発注者より提供する。 

 

(2) 校正 

・校正は、文字・デザイン校正と色校正を含み、校正回数は文字・デザイン校正を 4回、色校正（簡

易校正）を１回と想定している。 

・各校正時において、記載内容の訂正、差し替えが生じることがあるが、この場合には、修正等の対応

を迅速に行うこと。 
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3.3. 「サイクリングマップ奈良」の印刷 

・「サイクリングマップ奈良」の印刷は以下の通りとする。 

① 部数  1万部 

② 紙質等  マットコート紙 90kg （四六判） 

③ サイズ A1 サイズ （仕上がり） 

④ 製本 横 8面、縦 3面のジャバラ折り（105mm×198mm） 

⑤ 色数 4色（両面印刷） 

⑥ 頁数 2頁 

・印刷部数は変更となる可能性がある。なお、変更が生じた場合は、設計変更協議の対象となる。 

 

3.4. 「サイクリングマップ奈良」の梱包・配送 

・印刷物が破損・汚損しないように梱包・配送すること。 

・発注者が指定する部数毎に梱包し、別途指示する場所に送付状とともに配送すること。なお、送付

状は受注者にて印刷すること。 

・配送箇所数は別紙の通りとする。 

・配送箇所数は変更となる可能性がある。なお、変更が生じた場合は、設計変更協議の対象となる。 

 

4. 成果品 

 受注者は、下記の書類を作成し提出するものとする。 

(1) 原稿データ 

・本業務で使用した全てのデータを CD-R に保存し、業務完了時に提出すること。 

(2) 業務実施報告書 

・受注者は業務完了後、速やかに業務実施報告書を提出すること。業務実施報告書は、本業務の

実施過程や経過が明確となるよう作成すること。 

・なお、発注者は業務実施報告を受けた場合、書類内容の審査及び報告を求めることができ、また、

事業場への立ち入りや帳簿書類その他の物件を検査し、関係者への質問等、必要な調査を行うこと

ができるものとする。 

 

5. その他の事項 

(1) 再委託について 

原則として、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ当該

作業を完全に履行するために関与するすべての委託先（順次、再委託する場合は最終の委託先ま

で）を特定し、再委託の内容、そこに含まれる情報、その他再委託先に対する管理方法等を記載し

た書面を発注者に提出し、承諾を得た場合はこの限りでない。 

なお、本業務に伴う成果物については、物品等の製造いかんに関わらず、受注者が最終責任を負

うこととし、これが受注者と製造者との契約等によって担保されていること。 

(2) 個人情報に関する取扱い 

本業務において、個人情報の取扱のある場合は以下のとおり取り扱うものとする。 

① 本業務にて利用する個人情報については、その必要性を充分検討し、必要最小限にするととも

に、個人の権利及び利益を侵害することのないよう配慮すること。 
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② 本業務にて利用する個人情報については、当該個人情報を正確なものに保つよう努めなけれ

ばならない。 

③ 本業務にて利用する個人情報については、登録された個人情報について本人が確認する手段

を講じるとともに、過誤等のあるときは、本人の請求に基づき削除または訂正が出来るものとす

る。 

④ 個人情報については収集から廃棄に至るまで適切に取り扱うものとする。 

⑤ 上記に定めるもの以外については、奈良県個人情報保護条例（平成１２年３月３０日条

例第３２号）に基づき取り扱うものとする。 

(3) 撮影許可、画像使用及び掲載許可申請手続き等 

本業務の遂行にあたり、撮影許可、画像使用及び掲載許可などの許可申請手続の必要が生じ

た場合は、受注者の負担により関係機関に対し必要な使用申請手続き等を行うものとする。申請先

や申請方法、申請内容等については発注者と十分事前協議を行うこととする。 

(4) 著作権の帰属 

この契約により生成される著作物の著作権等の取り扱いは、以下に定めるところによる。 

① 成果物の著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）は発注者に

無償で譲渡するものとする。 

② 発注者は、著作権法第 20条第 2項第 3号又は第 4号に該当しない場合においても、本

業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。 

③ 受注者は、発注者の事前の同意を得なければ、著作権法第 18条及び第 19条を行使する

ことができないものとする。 

④ 構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処理は、受注者が行うこ

ととし、その経費は受注者の負担とする。 

(5) 第三者の権利侵害の禁止 

受注者は、本業務の履行に関し、第三者の肖像権、所有権、著作権を侵さないこと。また、第三

者との間に著作権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、受注者の責任、負担において対応

し、発注者は責任を負わないものとする。 

なお、第三者が権利を有している映像・画像等を使用する場合は、事前に権利者より二次使用を

含めた使用の許諾及び事後においても権利の主張を行わない旨の許諾を得た上で、必要となる一切

の手続き及び使用料の負担等は受注者が行うこと。 

(6) 貸与資料 

発注者が保有する行政資料について、業務遂行上必要であれば受注者に貸与するものとする。

受注者は発注者の指示に従い、借用書を発注者に提出のうえ資料の貸与を受けるものとし、本業

務の完了後は、速やかに借用した資料を発注者に返却しなければならない。 

(7) 秘密の遵守 

受注者は、本業務実施中に生じる全ての成果品を、発注者の許可なく他に公表及び貸与しては

ならない。また、本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。発注者により貸与された資料及

び成果品については、受注者は破損、紛失のないように取り扱いに十分注意するものとする。 

(8) 検査等 

① 発注者は、成果品について、契約書、本仕様書に基づき書類等について必要な検査を行う。 
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② 上記➀において、指摘があった場合には、受注者は発注者の指示に従い適正に対応するととも

に、再度検査を受けなければならない。 

(9) 業務分担 

本業務について、発注者の作業と受注者の作業をそれぞれ明確にすること。 

(10) 公契約条例に関する遵守事項 

本業務を受託しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受託すること。 

① 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業

務を適正に履行すること。 

② 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

ⅰ 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同

法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者につ

いては、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働

基準法第 11 条に規定する賃金をいう。以下同じ。）の支払を行うこと。 

ⅱ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意

継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ⅲ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の

使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ⅳ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定によ

る届出を行うこと。 

ⅴ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を

行うこと。 

③ 本事業の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本事業の履行に他の者が雇用

する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守

するよう指導すること。 



別紙

「サイクリングマップ奈良」配布先一覧

分類 施設名 郵便番号 住所 宛名 電話番号 配付枚数

吉野路大塔 637-0417 五條市大塔町阪本225-6 ご担当者様 0747-35-0311 100

吉野路上北山 639-3701 吉野郡上北山村河合１－１ ご担当者様 07468-2-0169 100

杉の湯川上 639-3553 吉野郡川上村迫６９５ ご担当者様 0746-52-0006 100

吉野路黒滝 638-0233 吉野郡黒滝村長瀬２２ ご担当者様 0747-62-2456 100

ふたかみパーク當麻 639-0272 葛城市新在家402-1 ご担当者様 0745-48-7000 100

宇陀路大宇陀 633-2164 宇陀市大宇陀拾生714-1 ご担当者様 0745-83-0051 100

十津川郷 637-1333 吉野郡十津川村小原225-1 ご担当者様 0746-63-0003 100

宇陀路室生 633-0317 宇陀市室生三本松3176-1 ご担当者様 0745-97-2200 100

針Ｔ・Ｒ・Ｓ 632-0251 奈良市針町345 ご担当者様 0743-82-5633 100

大和路へぐり 636-0903 生駒郡平群町平等寺７５－１ ご担当者様 0745-45-8511 100

吉野路大淀 iセンター 638-0801 吉野郡大淀町芦原536-1 ご担当者様 0747-54-5361 100

伊勢本街道御杖 633-1301 宇陀郡御杖村神末６３２５ ご担当者様 0745-95-2641 100

かつらぎ 639-2153 葛城市太田1257 ご担当者様 0745-48-1147 100

レスティ唐古・鍵 636-0226 磯城郡田原本町唐古70-1 ご担当者様 0744-33-9170 100

飛鳥 634-0138 高市郡明日香村大字越６-３ ご担当者様 0744-54-3240 100

奈良市 630-8580  奈良市二条大路南一丁目1番1号 環境政策課　自転車施策ご担当者様 0742-34-4591 50

大和高田市 635-8511  大和高田市大字大中100番地の1 生活安全課　自転車施策ご担当者様 0745-22-1101 50

大和郡山市 639-1198  大和郡山市北郡山町248ー4 管理課　自転車施策ご担当者様 0743-53-1695 50

天理市 632-8555  天理市川原城町605 総合政策課　自転車施策ご担当者様 0743-63-1001 50

橿原市 634-8586  橿原市八木町1ー1ー18 都市デザイン部都市計画課　自転車施策ご担当者様 0744-47-3549 50

桜井市 633-8585  桜井市大字粟殿432ー1 都市建設部土木課　自転車施策ご担当者様 0744-42-9111 50

五條市 637-8501  五條市岡口１丁目３ー１ まちづくり推進課　自転車施策ご担当者様 0747-22-4001 50

御所市 639-2298  御所市1番地の3 企画政策部　自転車施策ご担当者様 0745-62-3001 50

生駒市 630-0288  生駒市東新町8番38号 防災安全課　自転車施策ご担当者様 0743-74-1111 50

香芝市 639-0292  香芝市本町1397番地 公園道路管理課　自転車施策ご担当者様 0745-44-3319 50

葛城市 639-2195  [新庄庁舎] 葛城市柿本166番地 建設課　自転車施策ご担当者様 0745-69-3001 50

宇陀市 633-0292  宇陀市榛原下井足17番地の3 観光課　自転車施策ご担当者様 0745-82-2457 50

山添村 630-2344  山辺郡山添村大字大西151番地 農林建設課　自転車施策ご担当者様 0743-85-0046 50

平群町 636-8585  生駒郡平群町吉新1ー1ー1 都市建設課　自転車施策ご担当者様 0745-45-2077 50

三郷町 636-8535  生駒郡三郷町勢野西1ー1ー1 都市建設課　自転車施策ご担当者様 0745-43-7326 50

斑鳩町 636-0198  生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号 都市建設部建設農林課　自転車施策ご担当者様 0745-74-1001 50

安堵町 639-1095  生駒郡安堵町大字東安堵958番地 事業課　自転車施策ご担当者様 0743-57-1511 50

川西町 636-0202  磯城郡川西町大字結崎28番地の1 まちマネジメント課　自転車施策ご担当者様 0745-44-2679 50

三宅町 636-0213  磯城郡三宅町大字伴堂689番地 まちづくり推進課　自転車施策ご担当者様 0745-44-3075 50

田原本町 636-0392  磯城郡田原本町 890ー1 まちづくり建設課　自転車施策ご担当者様 0744-34-2115 50

曽爾村 633-1212  宇陀郡曽爾村今井495ー1 企画課　自転車施策ご担当者様 0745-94-2116 50

御杖村 633-1302  宇陀郡御杖村大字菅野368 むらづくり振興課　自転車施策ご担当者様 0745-95-2001 50

高取町 635-0154  高市郡高取町観覚寺990ー1 事業課　自転車施策ご担当者様 0744-52-3334 50

明日香村 634-0111  高市郡明日香村大字岡55番地 地域づくり課　自転車施策ご担当者様 0744-54-3351 50

上牧町 639-0293  北葛城郡上牧町大字上牧3350 建設環境課　自転車施策ご担当者様 0745-76-2504 50

王寺町 636-8511  北葛城郡王寺町王寺2丁目1ー23　 まちづくり推進課　自転車施策ご担当者様 0745-73-2001 50

広陵町 635-8515  北葛城郡広陵町大字南郷583番地1 都市整備部都市整備課　自転車施策ご担当者様 0745-55-1001 50

河合町 636-8501  北葛城郡河合町池部1丁目1番1号 まちづくり推進課　自転車施策ご担当者様 0745-57-0200 50

吉野町 639-3192  吉野郡吉野町大字上市80番地の1 暮らし環境整備課　自転車施策ご担当者様 0746-32-8844 50

大淀町 638-8501  吉野郡大淀町大字桧垣本2090番地 建設産業課　自転車施策ご担当者様 0747-52-5501 50

下市町 638‐8510  吉野郡下市町大字下市1960 建設課　自転車施策ご担当者様 0747-52-0001 50

黒滝村 638-0292  吉野郡黒滝村大字寺戸77番地 林業建設課　自転車施策ご担当者様 0747-62-2031 50

天川村 638-0392  吉野郡天川村大字沢谷60番地 産業建設課　自転車施策ご担当者様 0747-63-0321 50

野迫川村 648-0392  吉野郡野迫川村大字北股84番地 産業課　自転車施策ご担当者様 0747-37-2101 50

十津川村 637-1333  吉野郡十津川村大字小原225ー1 建設課　自転車施策ご担当者様 0746-62-0904 50

下北山村 639-3803  吉野郡下北山村大字寺垣内983 農林建設課　自転車施策ご担当者様 07468-6-0016 50

上北山村 639-3701  吉野郡上北山村大字河合330 建設課　自転車施策ご担当者様 07468-2-0003 50

川上村 639-3594  吉野郡川上村大字迫1335番地の7 林業建設課　自転車施策ご担当者様 0746-52-0111 50

東吉野村 633-2492  吉野郡東吉野村大字小川99番地 地域振興課　自転車施策ご担当者様 0746-42-0441 50

県立橿原公苑ジョギング＆サイクリングステーション 634-0065 橿原市畝傍町53番地 ご担当者様 0744-22-2462 200

まほろば健康パーク　スイムピア奈良 639-1126 大和郡山市宮堂町310番地 ご担当者様 0743-57-2782 200

平城宮跡歴史公園　管理事務所 630-8012 奈良市二条大路南4-6-1 ご担当者様 0742-35-8201 200

なら歴史芸術文化村 632-0032 天理市杣之内町437-3 ご担当者様 0743-86-4420 200

道の駅クロスウェイなかまち 631ｰ0052 奈良市中町4694-1 ご担当者様 0742-93-5440 200

天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル 632-0312 天理市嘉幡町600-1 ご担当者様 0743-64-1126 200

イオンモール橿原 634-0837 橿原市曲川町7丁目20-1 ご担当者様 0744-21-2140 100

奈良パークホテル 631-0845 奈良市宝来4丁目18番1号 ご担当者様 0742-44-5255 100

ホテルアジール・奈良アネックス 630-8014 奈良市四条大路1－4－45 ご担当者様 0742-32-2577 100

下市温泉 秋津荘　明水館 638-0011 吉野郡下市町大字下市1960 ご担当者様 0747-52-0001 100

奈良県庁 奈良県庁 630-8501 奈良市登大路町30 道路マネジメント課 0742-27-7496 4,950

合計 65箇所 10,000

サイクリストに
やさしい駐車場

サイクル
ステーション

道の駅

市町村役場
(自転車施策担当

課）
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